
中津中央ロータリークラブ細則 

第 16 条 定款記載の例外規定 

 当クラブは標準ロータリークラブ定款の一部を定款の例外規定にのっとり 

以下のように変更する。 

第1節 定款第 7 条 1 節(a) 

 

(略) 

 

第2節 定款第 8 条 6 節、7 節 

在籍 20 年以上で病気等やむを得ない事由により出席及び会費の納入が

できなくなった会員については、理事会の承認を経て、期間の定めのな

い終身名誉会員とすることができる。 

 

第3節 定款第 10 条 1 節一般規定(a) 

 

(略) 

 

第4節 定款第 10 条 1 節一般規定(d) 

 

(略) 

 

 

 

中津中央ロータリークラブ慶弔見舞金規定 

第 6 条 死亡慶弔金 

(a)    (略) 

(b)    (略) 

(c) 終身名誉会員が死亡したときは現役会員と同様の弔慰金を適用する。 


